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姶良市農業委員会総会議事録（令和元年１０月） 

 

１．開催日時 令和元年１０月３１日（木） 午後１時３０分～午後３時４８分 

２．開催場所 蒲生総合支所 本館２階 大会議室  

 

農業委員  出席委員（ １７人） 

 

 

欠席委員 １１番委員 

 

農地利用最適化推進委員  出席委員（１１人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員  １０番委員 

 

３．議事日程 

１．         議事録署名委員の指名 

２．         会議書記の指名 

３． 議案第   １ 号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定について 

４． 議案第   ２ 号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

５． 議案第   ３ 号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

６.  議案第   ４ 号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

７． 議案第   ５ 号 農地の利用目的変更願について 

８. 議案第   ６ 号 農地あっせん申出（借受希望）について 

９. 議案第   ７ 号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画（貸借）の 

意見決定について 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

７番 

８番 

９番 

１０番 

松元 信道 

森  洋一 

岩元 律子 

野元 幸雄 

夏田  恒 

今西  馨 

本村 正一 

坂元 廣幸 

小長野  誠 

川島 兼次 

１１番 

１２番 

１３番 

１４番

１５番 

１６番 

１７番 

１８番 

１９番 

内村 洋昭 

西  泰行 

堂前 澄男 

今村 逸子 

内甑 達也 

松尾 博好 

  － 

市薗 由美子 

米迫 愼二 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

池端 隆志 

新屋敷 幸一 

中村 政芳 

柳迫 勝美 

犬童 博子 

宇都 和義 

７番 

８番 

９番 

１０番

１１番 

１２番 

白尾 親昭 

牧野田 隆平 

大重 孝司 

上福元 克己 

松元 健一 

湯脇 博信 
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10．         農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告 

11.          農地あっせんの経過報告 

12.           その他 

           

４．農業委員会事務局職員 

  

  事務局長 

事務局長補佐兼農地係長 

振興係長 

農地係参事補 

農地係主任主査 

振興係主任主査 

農政課課長補佐兼姶良農林水産係長 

加治木農林水産係長 
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

姶良市農業委員会総会議事録（令和元年１０月） 

（大会議室に全員着席） 

 

姿勢を正してください。 

 

一同礼。 

 

〔１．総会の通告〕 

 

ただいまから、令和元年度 第７回 姶良市農業委員会総会を開会い

たします。 

 

ただいまの出席農業委員は １８名中、１７名で、定足数に達して 

おりますので、総会は成立しております。 

 

なお、本日は、１１番委員 から欠席届が出ております。 

 

会務報告 

 

それでは、会務報告について、事務局よりお願いします。 

 

 資料により説明。 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

議事日程に入ります。 

それでは、日程第１ 議事録署名委員の指名について、姶良市農業委

員会 会議規則第１７条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長

から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、７番委員、１２番委員にお願いいたします。 

 

日程第２ 会議書記の指名 

つぎに、日程第２ 会議書記の指名について、本日の会議書記には、

事務局職員の 〇〇事務局長補佐兼農地係長 と 〇〇振興係長  を指

名いたします。 

これからの議案の審議では、農業委員会法 第３１条の規定の議事参

与の制限により、農業委員会の委員は、自己又は、同居の親族若しくは 

その配偶者に関する事項については、その議事に参与することができな 

いとなっておりますので、該当する事案の委員は、審議開始から終了ま
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

での間、退席をお願いします。 

 関係議案、終了後に入室・着席していただきます。 

 なお、この規定では、委員本人の方々の事案については、事務局で把

握できますが、それ以外の親族等については、把握ができませんので、

申し出ていただき退席等よろしくお願いいたします。 

 

議案第１号 

 

それでは、日程第３ 議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意

見決定についてを議題に供します。 

１番から６番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定につ

いてご説明申し上げます。総会資料は１ページからです。 

 こちらは、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による、農用地の

利用権の設定です。農業委員会で審査決定後、市長がこれを公告するこ

とにより、利用権の効力が発生いたします。公告日は１０月３１日、契

約の始期は１１月１日をそれぞれ予定しております。契約年数につきま

しては、３年間が１件、５年間が４件、１０年間が１件で、合計６件と

なっております。面積につきましては、合計１３，１６７㎡となってお

ります。農用地利用集積計画（貸借）の内容につきましては、総会資料

の２ページから３ページになりますので、ご確認いただきたいと思いま

す。 

以上、第１号議案の説明を終わります。 

 

 それでは、１番から６番について、一括して質疑に入ります。 

ただいまの事務局からの説明について、質疑のある委員は挙手をお願

いします。 

 

「質疑・意見なし」  

 

それではお諮りいたします。 

議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての、１

番から６番について、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手を

お願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決

定について、１番から６番については、原案のとおり決定いたしまし

た。 
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議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

議案第２号 

 

次に、日程第４ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番から６番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決

定について、ご説明申し上げます。総会資料は４ページからです。 

 今月の申請件数につきましては、６件となっております。 

 先般、各担当委員におきまして、事前調査がなされ、現地調査報告書

の１ページから６ページに調査資料がございますので、審議の参考とし

てください。 

 それでは、１番についてご説明申し上げます。 

 譲受人 蒲生町下久徳在住の〇〇、譲渡人 蒲生町下久徳在住の〇〇

の売買による所有権移転です。申請地の所在は、蒲生町下久徳字下川原

〇〇番 田 ３３２㎡、同字〇〇番 田 ８４６㎡、同字〇〇番 田 

５５７㎡の計３筆、合計面積２，５０２㎡です。 

 以上で、１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、１１番推進委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。１１番推進委員です。調査報告をいたします。 

 令和元年１０月１６日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地

を調査いたしました。〇〇さんは蒲生地区に１，８００㎡、これは畑で

すが、あと、姶良の住吉地区に１，５９０㎡、これは田ですが所有され

ていまして、主に水稲をやっておられます。譲受を希望されている現地

は、県立蒲生高等学校より南東に約４００ｍの位置にありまして、本年

まで耕作がされていなかったが、問題はございません。耕作機械につい

てはトラクター、田植え機、動力噴霧機、各１ですね。それと草刈り機

３台を所有されておりました。労働力においては、専ら一人ですが、長

男さんにも労力を提供していただくということでございました。譲受希

望箇所と所有農地を含めましたら、５，８８２㎡となるようです。当申

請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、許可

相当と思われます。 

 以上で、報告を終わります。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、２番につきましてご説明申し上げます。 

 譲受人 下名在住の〇〇、譲渡人 下名在住の〇〇の贈与による所有
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議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

権移転です。申請地の所在は、下名字樋渡〇〇番〇 田 １，４６７㎡

です。 

 以上で、２番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、１３番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

はい。１３番委員です。 

 令和元年１０月１６日に譲受人宅を訪問し、現地で確認を行いまし

た。譲受人は、ご高齢のため、娘婿さんが常時、手伝いをなさっている

のでありまして、農機具も揃っているとみました。当申請は、農地法第

３条第２項の各号に該当しないと思われますので、許可相当と思われま

す。 

 以上で、報告を終わります。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきましてご説明申し上げます。 

 譲受人 蒲生町上久徳在住の〇〇、譲渡人 鹿児島市明和在住の〇〇

の売買による所有権移転です。申請地の所在は、寺師字北迫〇〇番〇 

畑 １，４３５㎡です。 

 以上で、３番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の３番に関連して、２番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。２番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。 

 令和元年１０月１３日、申請地で待ち合わせをし、聞き取りを行いま

した。この申請地というのは、譲受人の実家の隣が空き家になって、こ

の空き家と隣の畑を買っていただきたいと相談があったようです。譲受

人〇〇さんは〇〇に勤務して、両親と共同経営で田んぼを約１ｈa位耕

作しています。それとまた、自家用の野菜をちょっと作っています。農

機具については、トラクター、田植え機、コンバイン、防除機、管理

機、軽トラック等を所有しております。労働力については、両親と内村

さん夫婦の４人であります。申請地は現在野菜が植えてあります。当申

請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、許可

相当と思われます。 

 以上で、報告を終わります。 

 

次の、４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番につきましてご説明申し上げます。 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 譲受人 増田在住の〇〇、譲渡人 東京都足立区在住の〇〇の売買に

よる所有権移転です。申請地の所在は、増田字水流〇〇番〇 畑 ３３

㎡、字園田〇〇番〇 田 ４２７㎡の計２筆、合計面積が４６０㎡で

す。 

 以上で、４番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の４番に関連して、４番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

 はい。４番推進委員です。報告いたします。 

 １０月２１日に、三叉コミュニティ協議会事務所にて、本人に会っ

て、調査いたしました。現地はその前に見ておりました。譲受人はコミ

ュニティ協議会の事務局に勤めておりまして、譲渡人はおじさんにあた

るということです。譲渡人は若い時、東京に出てずっとそのままだとい

うことで、その間もずっと、田んぼも畑も譲受人が借りて耕作しておっ

たということです。田んぼのほうは掛干しながら、きれいに整地されて

おりました。もう収穫間際ということでした。畑のほうは今度の蒲生川

改修の工事の残地ということで、少ないんですけども、自分の畑が隣だ

ということで、こういうことになったということでした。そして機械の

ほうは、耕作に必要な、トラクター、軽トラック、田植え機、防除機、

バインダー、ハーベスタ、１台ずつ持っておりまして、何ら差し支えな

いと思います。この申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと

思われますので、許可相当と思われます。 

 以上で、報告を終わります。 

 

次の、５番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、５番につきましてご説明申し上げます。 

 譲受人 蒲生町白男在住の〇〇他１名、譲渡人 愛知県春日井市在住

の〇〇の贈与による所有権移転です。申請地の所在は、蒲生町白男字鼻

先〇〇番 畑 ２９９㎡、字岩戸〇〇番 畑 ７３９㎡の計２筆、合計

面積が１，０３８㎡です。 

 以上で、５番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の５番に関連して、４番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。４番委員です。報告をいたします。 

 令和元年１０月１３日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行いました。

譲受人は農地を所有され、すべて農業機械等も持っておられ、農業法人

の方でも、働いておられ、役員等もやられ、何ら問題ありません。当申

請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、許可
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議 長 
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議 長 

 

 

 

 

相当と思われます。 

 以上で、報告を終わります。 

 

次の、６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、６番につきましてご説明申し上げます。 

 譲受人 三拾町在住の〇〇、譲渡人 大山在住の〇〇の売買による所

有権移転です。申請地の所在は、大山字中宮田〇〇番〇 田 ３４３㎡

です。 

 以上で、６番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の６番に関連して、１３番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

はい。１３番委員です。調査報告を行います。 

 令和元年１０月２３日に譲受人宅を訪問し、聞き取りを行いました。

譲受人と、譲渡人は親が兄弟で、以前、物々交換で田を交換した。それ

で譲受人が今回、登記を移転したいということで、所有権移転をすると

いうことで、現に畑も耕作されていて、農機具も揃っています。当申請

は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、許可相

当と思われます。 

 以上、報告を終わります。 

 

これより、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決

定についての、１番から６番について一括して質疑に入ります。 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について

の１番から６番については、農地法第３条 第２項の各号に該当しない

ため許可相当という意見ですが、原案のとおり許可することに賛成の委

員の挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から６番については、原案のとおり決定いたし

ました。 
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議 長 

 

     事務局 

 

 

 

 

 

議案第３号 

 

次に、日程第５ 議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

1番から３番について、説明をお願いします。 

まずは、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決

定についてご説明いたします。総会資料は６ページでございます。今月

の申請件数につきましては、３件となっております。 

それでは１番につきまして、ご説明いたします。 

  申請人は、岡山県倉敷市在住の○○。土地の所在が、加治木町木田字

大阪元○○番○ 田、２８３㎡です。申請地につきましては、土地改良

の事業の施行もなく、農地の広がりは１０ha未満の区域内の農地であ

り、農地区分は第２種農地と判断されます。転用目的は駐車場で、理由

としましては、住宅街にあり、駐車場として利用するのに便利なためと

いうことです。自己資金で対応し、土地改良区の意見書の添付がござい

ます。また、被害防除計画書の添付もございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、１２番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

はい。１２番委員です。報告いたします。 

農地区分は第２種農地であるが、その他の農地に該当するため、問題

なし。申請地の位置でございますが、龍門滝温泉から北に３５０ｍの位

置でございます。被害防除の現況といたしまして、東が宅地、西が田・

宅地、南が市道、北が田でございます。申請実現の確実性といたしまし

て、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は特別に

ありません。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基

準について、調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であり

ます。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは２番につきまして、ご説明いたします。 

  申請人は、薩摩郡さつま町の医療法人○○理事長〇〇。土地の所在

が、西餅田字諏訪前○○番 田、３９㎡です。申請地につきましては、

都市計画区域内の用途が、第一種住居地域に指定されており、農地区分

は第３種農地と判断されます。転用目的は駐車場で、理由としまして

は、隣接する病院の駐車場として利用するということです。自己資金で
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対応し、水利組合の意見書の添付がございます。また、被害防除計画書

の添付もございます。こちらにつきましては、隣接地の○○番、平成３

０年１１月に５条許可地です。１，３６８㎡と一体利用し、全事業面積

は１，４０７㎡となっております。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、１０番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

はい。１０番委員です。報告します。 

農地区分は第３種農地で、問題なし。申請地の位置は、医療法人クオ

ラの隣接地です。被害防除現況としまして、東が市道、西が駐車場、南

が市道、北が転用許可地です。申請実現の確実性としまして、自己資金

証明もあり、確実である。条件及び特記事項はありません。総合意見と

いたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準について、調査の結

果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

終わります。 

 

次の、３番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは３番につきまして、ご説明いたします。 

  申請人は、蒲生町白男在住の〇〇。土地の所在が、蒲生町白男字新留

○○番〇 畑、同字〇〇番〇 田、字二ツ嶺〇〇番〇 田、同字〇〇番

〇 田の計４筆、合計面積が３，９９２㎡です。申請地につきまして

は、土地改良事業の施行もなく、農地の広がりは１０ｈa未満の区域内

の農地であり、農地区分は第２種農地と判断されます。転用目的は山林

で、理由としましては、山間部の田で耕作不便であり、イノシシによる

被害もあるため、杉を植え山林としたいとのことです。自己資金で対応

し、改良区のほうは区域外のため不要となっております。なお、被害防

除計画書の添付がございます。こちらは３０アール超えのため、県農業

会議ネットワーク機構への意見聴取案件となります。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の３番に関連して、９番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。９番推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は第２種農地でありますが、その他の農地に該当するため、

問題はありません。申請地の位置としましては、新留地区公民館より西

に約１，２００ｍの位置にあります。造成、その他は現況のままという

ことで、被害防除現況としましては、東に山林、西に山林と市道、南に

山林、北が河川となっております。申請実現の確実性としましては、自
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己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項としましては、

特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基

準について、調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取

案件とし、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上、終わります。 

 

これより、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決

定の１番から３番について、質疑に入ります。質疑のある委員は挙手を

お願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について

の１番から３番について、原案のとおり意見決定及び許可決定すること

に賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から３番については、原案のとおり意見の決定

及び許可が決定いたしました。 

なお、３番につきましては、面積が３，０００㎡を超えており、県農

業委員会ネットワーク機構の決議に該当しますので、「意見聴取」いた

します。 

 

議案第４号 

 

次に、日程第６ 議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番から９番について説明をお願いします。 

まずは、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請の処分決

定についてご説明いたします。総会資料は７ページから９ページでござ

います。今月の申請件数につきましては、９件となっております。 

 それでは１番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人は西宮島町在住の〇〇、譲渡人は平松在住の○○、土地の所在

が西宮島町〇〇番〇 畑、６３㎡です。申請地につきましては、都市計

画区域内の用途が、第一種中高層住居専用地域に指定されており、農地

区分は第３種農地と判断されます。転用目的は宅地拡張で、理由としま

しては、現在庭として利用しているためということです。資金のほうも
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もう現在、庭として使われているということで不要です。また改良区の

ほうは、区域外のため不要となっております。なお、顛末書の添付がご

ざいます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、９番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。９番委員です。報告いたします。 

農地区分は第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、姶良小

学校から東に約５０ｍの位置です。被害防除の現況といたしまして、東

が宅地、西も宅地、南が市道、北が宅地です。申請実現の確実性といた

しまして、転用済のため確実である。条件及び特記事項は特になし。総

合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準について、調

査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上、報告を終わります。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、２番につきましてご説明いたします。 

借人は蒲生町米丸の株式会社〇〇代表取締役〇〇、貸人は奈良県在住

の○○、土地の所在は蒲生町米丸字四月田〇〇番 田、１，２０５㎡で

す。申請地につきましては、土地改良事業の施行がありまして、農地の

広がりは１０ｈa未満です。こちらのほうは農用地区域内農地というこ

とで区分がなっております。転用目的は現場事務所４棟、５９．４０㎡

で、理由としましては、県営農地耕作条件改善事業米丸地区１－２工区

工事の期間中、使用したいとのことです。自己資金で対応し、改良区の

ほうは、区域外のため不要となっております。なお、被害防除計画書の

添付がございます。こちらにつきましては、令和２年３月３１日までの

一時転用となっております。こちらのほうは、農用地区域内農地である

ため、県農業会議ネットワーク機構への意見聴取案件となっておりま

す。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、９番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。９番推進委員が、報告いたします。 

立地基準・農地区分は農用地区域内農地であるが、一時転用に該当す

るため、問題ありません。申請地の位置は、米丸簡易郵便局から北に約

５０ｍの位置です。被害防除の現況としまして、東が農道、西が県道、

南が田、北が農道です。申請実現の確実性といたしまして、自己資金証
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明もあり確実である。条件及び特記事項は特になし。総合意見といたし

まして、転用許可基準の立地及び一般基準について、調査の結果、県農

業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件とし、現地調査委員としま

しては、許可意見であります。 

終わります。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきましてご説明いたします。 

譲受人は鹿児島市中山町在住の〇〇、譲渡人は東餅田在住の○○、土

地の所在は東餅田字東道丁原〇〇番〇 畑、同字〇〇番〇の計２筆、合

計面積が３６０㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途

が第一種住居地域に指定されており、農地区分は第３種農地と判断され

ます。転用目的は一般住宅１棟、１０５．９９㎡です。理由としまして

は、現在借家住まいのため、申請地を取得して、一般住宅を建築するた

めということです。融資で対応し、改良区のほうは、区域外のため不要

となっております。なお、被害防除計画書の添付がございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の３番に関連して、１２番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

はい。１２番委員でございます。報告いたします。 

農地区分は第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、東自治

公民館から北東に約２５０ｍの位置でございます。被害防除といたしま

して、被害防除の現況、東が宅地、西が宅地、南が市道、北が市道でご

ざいます。申請実現の確実性といたしまして、融資証明もあり確実であ

る。条件及び特記事項はありません。総合意見といたしまして、転用許

可基準の立地及び一般基準について、調査の結果、現地調査委員としま

しては、許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番につきましてご説明いたします。 

譲受人は東餅田在住の〇〇、譲渡人は福岡県糸島市在住の○○、土地

の所在が永瀬字埼園〇〇番 畑、３１１㎡です。申請地につきまして

は、土地改良事業の施行もなく、農地の広がりが１０ｈa未満の区域内

の農地であり、農地区分は第２種農地と判断されます。転用目的は通路

で、理由としましては、現在借家住まいで、手狭になったため、通路を

確保して一般住宅を建築しますとのことです。融資で対応し、改良区の

ほうは、区域外のため不要です。なお、顛末書及び被害防除計画書、面
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積超の理由書の添付がございます。こちらにつきましては、隣接地〇〇

番〇 宅地、３６８㎡と一体利用し、全事業面積は６７９㎡となってお

ります。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の４番に関連して、８番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。８番委員です。報告いたします。 

農地区分は第２種農地であるが、その他の農地に該当するため問題ご

ざいません。申請地の位置が、三船小学校から南西に約２００ｍのとこ

ろでございます。被害防除の現況といたしまして、東が里道、西が宅

地、南が山林、北が市道でございます。申請実現の確実性としまして、

融資証明もあり確実でございます。条件及び特記事項は特にありませ

ん。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準につい

て、調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見でございます。 

以上です。 

 

次の、５番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、５番につきましてご説明いたします。 

譲受人は鹿児島市西別府の〇〇株式会社代表取締役〇〇、譲渡人は兵

庫県尼崎市在住の○○他１名です。土地の所在は西宮島町〇〇番〇 

畑、８６１㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が準

住居地域に指定されており、農地区分は第３種農地と判断されます。転

用目的は宅地造成で、理由としましては、山形屋も近く住宅環境が整っ

ているため、宅地を４区画造成するためということです。自己資金で対

応し、改良区のほうは、区域外のため不要となっております。なお、顛

末書及び被害防除計画書の添付がございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の５番に関連して、８番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。８番委員です。報告いたします。 

農地区分は第３種農地で、問題ございません。申請地の位置が、山形

屋サテライト姶良店から西に約３０ｍのところでございます。被害防除

の現況といたしまして、東は市道、西が宅地、南も宅地、北が宅地と畑

でございます。申請実現の確実性といたしまして、自己資金証明書もあ

り確実でございます。条件及び特記事項は特にございません。総合意見

といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準について、調査の結

果、現地調査委員としましては、許可意見でございます。 
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以上です。 

 

次の、６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、６番につきましてご説明いたします。 

譲受人は西餅田在住の〇〇、譲渡人は永池町在住の○○他２名です。

土地の所在は脇元字白金原〇〇番〇 畑、１１９㎡です。申請地につき

ましては、都市計画区域内の用途が準住居地域に指定されており、農地

区分は第３種農地と判断されます。転用目的は一般住宅兼店舗１棟１２

６．６９㎡です。理由としましては、自己の永住用家屋及び美容室の建

築計画に至るということです。自己資金と融資で対応し、改良区のほう

は、区域外のため不要となっております。なお、隣接地〇〇番〇 宅地

３２０．８０㎡と一体利用し、全事業面積が４３９．８０㎡となってお

ります。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の６番に関連して、３番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。３番推進委員です。それではご報告をいたします。 

農地区分につきましては第３種農地で、問題はありません。申請地の

位置ですが、焼鳥の西屋隣接地でありまして、造成の工法としまして

は、現状のままで不要ということでございます。被害防除の現況といた

しまして、東が宅地、西が宅地、南が宅地、北が市道。申請実現の確実

性ですが、自己資金及び融資証明書もあり確実であると思います。条件

及び特記事項ですが特別にございません。総合意見といたしましては、

転用許可基準の立地及び一般基準について、調査の結果、現地調査委員

としましては、許可意見であります。 

以上で、報告終わります。 

 

次の、７番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、７番につきましてご説明いたします。 

譲受人は東餅田の株式会社〇〇代表取締役〇〇、譲渡人は２名です。

一人目が西餅田在住の○○、土地の所在が西餅田字伊藤山〇〇番〇 

畑、６６１㎡のうち４２８㎡です。もう一人が福岡県福津市在住の〇

〇、土地の所在が西餅田字伊藤山〇〇番〇 畑、１，２６２㎡で、２筆

合計１，６９０㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途

が準住居地域に指定されており、農地区分は第３種農地と判断されま

す。転用目的は宅地造成で、理由としましては、宅地として最適である

と判断したためということです。融資で対応し、改良区のほうは、区域

外のため不要となっております。なお、被害防除計画書の添付がござい
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議 長 

 

事務局 
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ます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の７番に関連して、９番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。９番委員です。報告いたします。 

農地区分は第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、錦江団

地公民館から西に約５０ｍの位置です。被害防除の現況といたしまし

て、東が宅地と畑、西が宅地、南が市道、北が水路です。申請実現の確

実性は、融資証明もあり確実であります。条件及び特記事項は特になし

です。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準につ

いて、調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上、報告を終わります。 

 

次の、８番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、８番につきましてご説明いたします。 

譲受人は平松の有限会社〇〇代表取締役〇〇、譲渡人は永池町在住の

○○、土地の所在が平松字切通〇〇番〇 田、５５５㎡です。申請地に

つきましては、都市計画区域内の用途が近隣商業地域に指定されてお

り、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目的は駐車場で、理由

としましては、職員及び事業車両駐車場が不足しておりますので、自社

駐車場として利用する計画ですとのことです。自己資金で対応し、土地

改良区の意見書の添付がございます。また、被害防除計画書の添付もご

ざいます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の８番に関連して、３番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。３番推進委員です。ご報告を申し上げます。 

農地区分につきましては第３種農地で、問題はありません。申請地の

位置ですが、セブンイレブンの姶良インター店から西に約３０ｍの位置

でございます。それから造成工法ですが、盛土を０．８～１ｍ、それか

ら土留めの工法ですが、塀ブロックでだいたい１ｍということでござい

ました。被害防除の現況ですが、東が宅地、西が河川、南が田んぼ、北

が宅地ということでございます。申請実現の確実性ですが、自己資金証

明もあり確実であると思います。条件及び特記事項ですが特別にござい

ません。総合意見といたしましては、転用許可基準の立地及び一般基準

について、調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見でありま

す。 
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議 長 

 

 

 

 

以上で、報告終わります。 

 

次の、９番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、９番につきましてご説明いたします。 

借人は加治木町反土の株式会社〇〇代表取締役〇〇、貸人は千葉県茂

原市在住の○○、土地の所在が船津字永迫〇〇番〇 田、３００㎡で

す。申請地につきましては、土地改良事業の施行もなく、農地の広がり

が１０ｈa未満の区域内の農地であり、農地区分は第２種農地と判断さ

れます。転用目的は現場事務所１棟６.９０㎡と資材置場で、理由とし

ましては、林地荒廃防止事業（永迫）の工事に伴う現場事務所及び資材

置場として利用したいとのことです。自己資金で対応し、改良区のほう

は、区域外のため不要となっております。なお、被害防除計画書の添付

がございます。こちらにつきましては、令和２年３月３１日までの一時

転用となっております。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の９番に関連して、１０番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

はい。１０番委員です。報告します。 

農地区分は第２種農地であるが、その他の農地に該当するため、問題

なし。申請地の位置ですが、ろうけん大楠から南東に約２５０ｍの位置

です。被害防除現況としまして、東が宅地と市道、西が宅地、南が宅地

と市道、北が宅地です。申請実現の確実性としまして、自己資金証明も

あり確実である。条件及び特記事項はありません。総合意見としまし

て、転用許可基準の立地及び一般基準について、調査の結果、現地調査

委員としましては、許可意見であります。 

報告終わります。 

 

調査員の皆さん、ご苦労様でした。 

これより、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決

定について、１番から９番までについて、一括して質疑に入ります。質

疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について

の、１番から９番までについて、原案のとおり意見決定及び許可するこ

とに賛成の委員は挙手をお願いします。 
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議 長 

 

 [賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から９番までについて、原案のとおり意見決定

及び許可が決定いたしました。 

なお、２番につきましては、農用地区域内農地ということで、県農業

会議ネットワーク機構の決議に該当しますので、「意見聴取」いたしま

す。 

 

議案第５号 

 

次に、日程第７ 議案第５号 農地の利用目的変更願についてを  

議題に供します。 

１番について説明をお願いします。 

まずは、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第５号 農地の利用目的変更願についてご説明いたし

ます。総会資料は１０ページでございます。今月の申請件数につきまし

ては１件となっております。 

それでは１番につきまして、ご説明いたします。申請人は加治木町木

田在住の○○、所有者も同一です。土地の所在は加治木町木田字鈴玉○

○番〇 田、８９㎡です。申請地につきましては、土地改良事業の施行

があり、農地の広がりは１０ｈa以上の区域内の農地であり、農用地区

域内農地となっております。変更後の使用目的は、農業用倉庫１棟２４

㎡です。理由としましては、水田まで遠距離なため、農業用倉庫を建築

し、農作業の効率化を図りたいとのことです。なお、被害防除計画書の

添付がございます。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、５番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

５番推進委員が、報告いたします。 

 農地区分は、農用地区域内農地で、申請地の位置は加治木望岳園か

ら、西に約２０ｍの位置。被害防除現況といたしまして、東が田、西が

農道、南が田、北が農道です。申請実現の確実性としまして、自己資金

で確実であります。条件及び特記事項はありません。総合意見としまし

て、現地調査委員としましては、承認の意見であります。 

 以上です。 

 

これより、議案第５号 １番について質疑に入ります。質疑のある委

員は挙手をお願いします。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

[質問なし]  

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第５号 農地の利用目的変更願についての１番について、原案の

とおり承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第５号 農地の利用目的変更願についての１番

について、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議案第６号 

 

次に、日程第８ 議案第６号 農地あっせん申出（借受希望）につい

てを議題に供します。 

１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６号 農地あっせん申出（借受希望）についてご説明

申し上げます。総会資料は１１ページです。今月の申請につきましては、

１件となっております。参考資料につきましては５８ページから５９ペ

ージになりますので、審議の参考にしてください。 

 それでは、１番を、ご説明申し上げます。 

 内容につきましては、借受です。申請者は鹿児島市照国町在住の○○、

希望地区は、北山・漆地区で、希望面積は、３，０００㎡の畑で、ハーブ

栽培を予定しております。希望貸借期間は１０年、希望小作料は反当８，

０００円となっております。 

 以上、議案第６号の説明を、終わります。 

 

事務局の説明が終わりました。議案第６号、１番について、質疑に入

ります。質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第６号 農地あっせん申出（借受希望）の１番について、原案の

とおり受理することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第６号 農地あっせん申出（借受希望）の１番

については、原案のとおり受理することに決定いたしました。 

次に、ただいま承認された議案第６号のあっせん申出に係わる地区あ
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議 長 
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っせん委員の選出について協議していただきます。 

地区委員の方々から選出していただきたいと思います。 

自薦他薦いずれでもよろしいです。 

 

[挙 手] 

 

 １５番委員。 

自薦ということでよろしいんですね。 

 

１５番委員です。自薦とちょっと聞きたいことがありまして。 

北山、漆ということで、わたしが担当することになると思うんです

が、ハーブ関係は、あんまりうちの地域でもやっていない気がして、有

害鳥獣の問題とか、あと水が出る所とか、出ない所とか、そういう所と

いうのは、直接電話して聞いた方が、よろしいんでしょうか。 

 

事務局。 

 

 はい。水は必要ないということで、排水は必要ないということです。

それと、有害鳥獣の被害は受けないということでした。それと借受希望

者は、鹿児島市でハーブ栽培をやっていらっしゃいますので、経験は十

分だと思います。 

 以上です。 

 

ほかにないようでしたら、事務局案といたしまして、 

 議案第６号 農地あっせん申出（借受希望）についての、 

１番については、１５番委員、１２番推進委員に 

お願いしたいと思います。 

 

「はい」 

 

それでは、担当になられた委員の方々は、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議案第７号 

 

次に、日程第９ 議案第７号 農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（貸借）の意見決定についてを議題に供します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

はい。それでは、議案第７号 農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（貸借）の意見決定について、ご説明いたします。 

 本案件につきましては、議案第１号の、農用地利用集積計画（貸借）
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と同様ではございますが、農地中間管理事業により集積されたものです

ので、借主が農地中間管理機構となり、別議案として上程しておりま

す。なお、資料の１４ページの１１番につきましては、１０番川島委員

にかかる案件となっており、農業委員会法第３１条の規定の議事参与の

制限により、議事に参加出来ませんのでよろしくお願いいたします。 

それでは、総会資料の１２ページを、お開きください。今回、始期を

令和元年１２月１日として設定する、募集期令和元年Ⅳ期について、ご

審議していただきます。まず利用権を設定する再配分予定者の氏名、ま

たは、名称につきましては、１４ページの各筆明細の一覧表で、ご確認

をしてください。利用権設定を受ける者の氏名、または、名称につきま

しては、公益財団法人鹿児島県地域振興公社理事長 鎮寺 裕人 で

す。本案件は、募集期が１０月で、本市で配分計画案を作成したのち

に、機構が配分計画を策定したもので、本市農業委員会の決定を受け、

市が公告し、県が配分計画を公告・認可することで、効力が発生いたし

ます。今回中間管理機構を借主として、利用権の設定をしようとする者

は、全体で１１件、申請面積は、１４，３４７㎡です。設定する期間は

すべて１０年となっております。総会資料の１３ページの借換区分別集

計をご覧ください。今回の設定地域は、蒲生町北地区、白男地区、上久

徳地区の計３地区です。それぞれの地区の内訳につきまして、ご説明い

たします。なお、設定する期間は先程説明したとおり、すべて１０年で

すので、期間の説明につきましては、割愛させていただきます。ご了承

ください。それでは、はじめに北地区の全体は６筆の、面積７，５２２

㎡。借換区分別は、すべて載せ替え、権利別は賃貸借のみです。続きま

して、白男地区の全体は、３筆の面積４，６８０㎡。借換区分別は、新

規が１筆の、面積９６８㎡、権利別は賃貸借です。次に載せ替えにつき

ましては、２筆の３，７１２㎡、権利別は賃貸借のみです。最後に上久

徳地区の全体は２筆の、面積２，１４５㎡。借換区分別は載せ替えの

み。権利別は賃貸借のみとなっております。 

以上で説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

それでは、令和元年募集期Ⅳ 各筆１番から１０番までについて、一

括して質疑に入ります。 

ただいまの事務局からの説明について、質疑のある委員は挙手をお願

いします。 

 

「質疑・意見なし」  

 

それではお諮りいたします。議案第７号 農地中間管理事業にかかる

農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての、令和元年募集期Ⅳ 

各筆１番から１０番までについて、原案のとおり決定することに賛成の

委員は挙手をお願いします。 
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[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第７号 農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（貸借）の意見決定についての、令和元年募集期Ⅳ 各筆１番

から１０番までについては、原案のとおり決定いたしました。 

なお、１１番については、議事参与制限により、関係者がいらっしゃ

いますので、個別に質疑し、採決いたします。 

１１番の関係者、１０番委員の退席をお願いします。 

 

（１０番委員退席） 

 

それでは、１１番について、質疑に入ります。質疑のある委員は挙手

をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第７号 農地中間管理事業にかかる

農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての、令和元年募集期４ 

１１番について、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願

いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第７号 農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（貸借）の意見決定についての、令和元年募集期４ １１番に

ついては原案のとおり決定いたしました。 

１０番委員は着席してください。 

 

（１０番委員着席） 

 

農用地利用集積計画（貸借）合意解約報告 

 

次に日程第１０ 農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告につい

て、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告を、いたしま

す。 

 １０月は、３人が提出されております。内容につきましては、別紙、

合意解約（１０月分）を、後ほどご確認ください。こちらにつきまして

は、議決不要案件となっておりますので、ご理解をよろしくお願いいた

します。 

 以上で、報告を終わります。 
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議 長 

 

 

     委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

     事務局 

 

 

 

議 長 

 

     委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長    

 

 

     委 員 

 

議 長 

 

 

 

     事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

ただ今の事務局説明について、発言のある委員は挙手をお願いしま

す。 

 

「質問・意見なし」 

 

ないようですので 

それでは、この案件は報告ですので これで終わります。 

 

日程第１１ 農地あっせんの経過報告 

 

次に日程第１１ 農地あっせんの経過報告について、進展がありまし

たら報告をお願いします。まず、事務局からの報告をお願いします。 

 

それでは、農地あっせんの経過報告をいたします。 

今月の申請につきましては、特に動きはございませんでした。 

以上で報告を終わります 

 

あっせん委員から、何か報告等ございませんか。 

 

「報告なし」 

 

 ないようですので、 

それでは、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

 その他 

 

それでは日程第１２ その他でございますが、委員の方から何かござ

いませんか。 

 

「発言なし」 

 

ないようですので、以上で、本日の議案の審議ならびに、報告事項は

すべて終了いたしました。 

事務局から何かありますか。 

 

連絡事項 

 〇 県外視察研修について 

 〇 農業委員会委員の改選について 

 〇 大楠どんと秋まつりの参加について 

 〇 農業新聞の新規購読加入推進について 

  

ほかにありませんか。 
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事務局長 

それでは以上をもちまして、令和元年度 第７回 姶良市農業委員会

総会を閉会いたします。 

 

〔閉 会〕 

 

姿勢を正してください。 

 

一同礼。  
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議事録署名委員 

 

 

 

 

 署名委員                       

 

 

 

 署名委員                       

 

 

 

 

 


